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■お問合せ　日高川町商工会 ☎23－3434 ／ 企画政策課 ☎22－2041
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子育て支援商品券の取扱店を募集します。
詳しくは、日高川町商工会または、役場企画政策課まで
お問い合わせください。

日高管内の１市６町の広域的観光を推進し
ている日高広域観光振興協議会では、日高地
方で初めて生み出された特産品の品種又は
品目をひだかブランドとして、１２のブランドを
推奨決定しました。
ひだかブランドは、日高発祥ブランドと日高
新星ブランドの２つから構成されており、日高
地方発祥で県外からも幅広い人気と知名度
を誇るブランドを日高発祥ブランド、日高地方

発祥でこれから県内外へPRしていきたい新し
いブランドを日高新星ブランドとしています。
推奨決定されたブランドは、ゆら早生、南高

梅、金山寺味噌、松ブランド野菜等があり、日
高川町からは「ごんちゃん」が推奨決定されま
した。今後は、協議会が作成するウェブサイト
【紀中を巡る～Hidaka History】や観光パン
フレットにおいて情報発信を行う予定です。

町では、消費税率の１０％への引上げが、低所得者及び子育て世帯の消費に与え
る影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起することを目的として、「消費
税増税対策プレミアム付商品券」を発行します。
商品券の使用期間は、令和元年10月1日（火）～ 令和2年2月29日（土）です。
これに先立ち、 「消費税増税対策プレミアム付商品券」の取扱店を募集します。
詳しくは、日高川町商工会または、役場企画政策課までお問い合わせください。

取扱店のお申込期間 8月19日月 ～ 9月11日水

お 申 込 先 日高川町商工会（本事業委託先） ☎23－3434
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■お問合せ　住民課　☎22－1701

現在、児童扶養手当・特別児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年８月に現況届を提出
しなければなりません。現況届は令和元年度の受給資格を調査するもので、提出されない場
合は、支給停止になりますのでご注意ください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の認定を受けている方へ

８月中に現況届の提出を！

■用意する物 筆記用具、必要な方は眼鏡や補聴器
■ス タッフ  保健福祉課  地域包括支援センター
 保健師・社会福祉士
■実施 内 容  脳トレゲーム、脳トレドリル、季節の歌、季節の工作、

座ってできる簡単な運動 等（回によって内容は違います）

■お問合せ　保健福祉課 地域包括支援センター　☎２２－９６３３

日　付 地区 場　所

第２回

８／２９（木） 中津 健康管理センター

９／４（水） 美山 保健福祉センター

１０／２（水） 川辺 保健センター
★時間はいずれも１３：３０～１５：００です

「私はまだ認知症予防なんて…」と思っているあな
たも、ぜひご参加を！早い時期からの予防が効果的
です。２回目からの参加でも大丈夫です。これからも
住み慣れた地域でいきいき暮らしていけるよう、皆
さん一緒に楽しく認知症予防に取り組みましょう！

脳トレクラブ
認知症予防教室  各地区で年間４回実施

消費税増税対策
プレミアム付商品券 取 扱 店 募 集

日高川町では日日日高高高川川町町でででははは「ごんちゃん」ががが
日高新星ブランドに推奨決定！日日日日高高高高新新新星星ブブラランンンドドドにににに推推推奨奨奨奨決決決決定定定！！

ひだかブランド
H I D A K A  B R A N D

令和元年度令和元年度
日高川町子育て支援事業日高川町子育て支援事業

子育て支援商品券 小中学生1人につき３０,０００円分の商品券(500円券×60枚）を交付

交 付 対 象 者
町内に住所を有し、小中学校に在籍する児童生徒のうち、「日高川町第3子以降子育て
サポート学校給食費等助成事業」による“3人以上に該当しない”1人目、2人目の児童
生徒が属する世帯の世帯主

申 請 書 対象者の方に、申請書を9月末頃にお届けします。

申 請 期 間 令和元年10月1日（火）　～　令和元年12月27日（金）

使 用 期 間 令和元年10月1日（火）　～　令和2年2月29日（土）

申 請 場 所 住民課・中津地域振興課・美山地域振興課・寒川出張所

そ の 他 申請時には、印鑑と運転免許証・健康保険証などの身分を証明するものをご持参く
ださい。

子育て支援商品券交付のお知らせ

子育て支援商品券取扱店募集について


